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地域の文化環境と地方自治体の役割
守るべきものと変えるべきもの

小林 真理

（人文社会系研究科文化資源学研究専攻）

2016年11月18日
朝日講座
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自己紹介

• 今の研究・教育は、文化政策の理念、理
論の研究、文化行政制度の立案・改革と
実践、関連する制度運用のための支援、
文化政策実施のための環境整備。

• 文化を振興、発展、普及するための環境
整備の一貫として、文化政策を研究してい
る。
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日本国憲法第25条(1946年）

すべて国民は健康で文化的な最低限度の生
活を営む権利を有する。

２ 国は、すべての生活面について社会福
祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進
に努めなければならない。
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文化政策とは何か

• Quality of Life の支援

• 人間としてのよりよい生き方、よりよい生活
の仕方、暮らし方の支援（個人の問題と、
集団・地域の問題）

• 文化は権利なのです。（世界人権宣言、国
際人権規約、子どもの権利条約、文化芸
術振興基本法）

• 緊急性は認識されない（したがって、公共
政策のカタログでは優先順位は低い）。
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守るべき伝統・歴史・（生活）文化と、人々の
可能性を拓く窓としての新しい芸術・文化の
両方が、持続可能な地域を考える場合に必
要なのではないか。

その場合に、地方自治体は何をすればいい
のか。
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• 世界人権宣言（１９４８年）（国連第3回総会）

第２７条 文化生活に関する権利

１．すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を
鑑賞し、及び科学の進歩とその恩恵とにあずかる権利を
有する

２．すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的
作品から生ずる精神的及び物質的利益を保護される権
利を有する

世界人権宣言は、1~20条が自由権的規約、22~27条が社会権的規約
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• 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約（国際人権規約A規約・
社会権規約）（１９６６年採択、１９７６年発効、日本は１９７９年批准）

第１５条 文化への権利

１．この規約の締約国は、すべての者の次の権利を認める。

a.文化的生活に参加する権利

b.科学の進歩及びその利用による利益を享受する権利

c.自己の科学的、文学的又は芸術的作品により生ずる精
神的及び物質的利益が保護されることを享受する権利

２，〜４（略）

国際人権規約は、市民的及び政治的権利に関する国際規約（国際
人権規約B規約）から構成されている。
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• 子どもの権利条約（1989年国連で採択、日本では1994年
発効）

第３１条 休息・余暇、遊び、文化的・芸術的生活への参
加

１．締約国は、休息及び余暇についての子どもの権利並
びに子どもがその年齢に適したレクリエーション活動を
行い並びに文化的生活及び芸術に自由に参加する
権利を認める

２．締約国は、子どもが文化的及び芸術的生活に十分に
参加する権利を尊重しかつ促進するものとし、文化的
及び芸術的な活動並びにレクリエーション及び余暇の
活動のための適当かつ平等な機会の提供を奨励する
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文化芸術振興基本法(2001年）

第２条（基本理念）

３ 文化芸術の振興に当たっては、文化芸術
を創造し、享受することが人々の生まれなが
らの権利であることにかんがみ、国民がその
居住する地域にかかわらず等しく、文化芸術
を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造す
ることができるような環境の整備が図られなけ
ればならない。
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文化政策を取り巻く環境変化（１）

• 第１期：文化＝個人の学び、という発想（戦後〜
1980年くらいまで）：社会教育・ユネスコの流れを
受けて「生涯学習」へ。

• 第２期：文化を、地域や社会を豊かにするものと
して活用するという発想：文化施設建設と経済効
果

（1980年〜1990年半ば）
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文化政策を取り巻く環境変化（２）

• 第３期：文化政策の方針・評価等の可視
化・実効性の担保の要請期（2000年代）

• 第4期：文化で、社会問題（行政内の意識

の問題、経済・社会的弱者、地域・産業衰
退等）を解決しようとする発想（とくに2011
年以降）
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第１期〜第２期

• 理念、理想は優れたものであったと思うが、
ハード建設がメインになってしまった。（公
民館、生涯学習センター、博物館、美術
館、文化会館等々）

• また成果が見えにくい、あるいは成果が共
有されていないことが露呈することになった
（行革、事業仕分け、文化施設建設に対す
る反対運動等）。
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平成23年度社会教育調査
（最新の調査結果平成27年度はまだ公開されていない）
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一般財団法人地域創造「平成26年度地域の公立文化施設実
態調査」報告書、p.4より。
（http://www.jafra.or.jp/j/library/investigation/026/index.php）
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文化施設設置状況
（文化会館、美術館、創作工房等）
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地域創造の調査によれば、沖縄県と和歌山県を除いて、各地方
自治体に何らかの文化施設が１つは存在するという状況がある。
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一般財団法人地域創造「平成26年度地域の公立文
化施設実態調査」報告書のデータを元に作成。
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来日演奏家

邦人演奏家

『演奏年鑑2016』より作成。
（オーケストラ、室内楽、ピアノ、歌劇等）
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第３期 文化政策の方針の可視化・
実効性の担保

• 2001年制定された文化芸術振興基本法

は、地方自治体に、「国との連携を図りつ
つ、自主的かつ主体的に、その地域の特
性に応じた施策を策定し、及び実施する責
務を有する」と規定した。

• 2003年の地方自治法改定による指定管理

者制度の導入（有効に活用できない場合、
民間への管理代行も可能）
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文化振興条例策定都道府県

19

将来にわたって、文化振興を行うために条例を制定しているところ
も増えてきた。
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文化庁「地方における文化行政の状況につ
いて（平成26年度）」のデータを元に作成。
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文化振興計画・指針策定都道府県

20

2001年以降、計画策定が行われるところは増えてきた。
都道府県レベルでは、政策の一部門を構成するようになってきた。
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条例及び計画、都道府県
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条例を制定し、計画や指針を策定しているところは、文化振興
に熱心だ（？）
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なぜ計画（方針）が必要か。

• 計画を策定するという潮流が個別の分野に
広がってきている。

• とくに2001年制定された文化芸術振興基

本法は、地方自治体に、「国との連携を図
りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の
特性に応じた施策を策定し、及び実施する
責務を有する」と規定した。

• → 地域の課題を解決する（地域の課題を
探り出す）
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文化政策を取り巻く環境変化（４）

• 2012年 劇場・音楽堂等の活性化に関す
る法律の制定

– すぐれた芸術の創造活動

– 芸術・文化の価値の普及（教育普及活動）

– 人材育成

– グローバル対応

• 2020年 開催の東京オリンピックに関連し
て全国で開催される文化プログラム
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劇場法事業の展開

H26 H27 H28
予算額 2,829百万円 2,829百万円 2,864百万円

応募状況 特別支援 16 17 20
共同制作 3 6 3
活動別 114 115 122
ネットワーク 16 83 78

採択件数 特別支援 15 15 15
共同制作 3 5 3
活動別 91 97 99
ネットワーク 56 55 65
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文化施設建設費

文化施設経費

芸術文化事業費

単価:千円
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特別支援事業採択都県

26

我が国のトップレベルの劇場・音楽堂等
が行う実演芸術の創造発信や人材養成
事業等を行える施設 15施設
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活動別支援事業採択都府県
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地域のリーダー的役割を担う劇場・音楽堂等の創造
発信や人材養成事業、普及啓発事業を活動単位で
採択されている施設
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地域創造大賞受賞施設がある都道府県
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地域における創造的で文化的な表現活動のための
環境づくりに特に功績のあった公立文化施設、95施設(10年間）
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/j/library/investigation
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まとめ

• 地方自治体（都道府県47、市町村１７１８）

によって、文化振興に関して温度差があ
る。

• 国は文化格差を解消するための、政策を
提示してきているが、十分に活用されてい
ない。（指定管理者制度・劇場法関連事業
等）

• 積極的に文化振興を展開しようとするところ
と、そうでないところでは、格差が生じてい
るといえる。
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• 地方自治体は、文化会館は、イベントや娯
楽を提供するところと思っている。

• 文化政策を企画立案し、実行していくため
の人材不足が深刻である。

• 地方自治体は、まずこのことを認識する必
要がある。
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グループワークテーマ

計画することと実施することの
違いについて、

なぜ計画通りに物事が進まな
いのか話し合いなさい。
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